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裏面に事案の具体的内容を記載してください。

平成21 12 8 午前 9

局経営会議

会議開催日程等

会　　場

学校教育部長

生涯学習部長 教育総務室長 総合学習センター所長 学務課長出席課・
機関等

教育長 教育局長 教育環境部長

生涯学習課長 学校教育課長

庁議　案件申込書

所 管 内線

平成21 12 2

審議内容
（論点）

　新学習指導要領実施にともなう授業時数増加への対応として、「相模原市立小学校及び中学校の管理運営に関する規
則」に例外規定を設け、長期休業期間の短縮等により、授業日数の確保ができるようにするもの。

○改正の趣旨にかかる内容
　施行期日、要綱について
○課題及びその対応
　実施校、予算（学校の光熱水費、介助員等の人的予算）、夏季休業期間中の教職員研修など

案 件 名 新学習指導要領実施に伴う授業時数増加に対応するための長期休業期間の短縮等の条件整備について

教育 学校教育 学校教育

概 要

課 担当者

政策調整会議

条例等の調整

学校管理運営規則の改正の趣旨説明及び課題の整理について

関係部局との
調整

関係部局名等

月　　日

H21.10.28

備　　考

学校管理運営規則の改正について協議H21.11.6 関係課長会議

検討経過等

学校管理運営規則の改正の趣旨説明及び課題について

平成21

教育行政調整会議

打ち合わせ会議

改廃あり 議会上程時期

時期

学校管理運営規則の改正について協議

打ち合わせ会議

11

H21.11.2

H20.11.4

実施なし

調整項目

議会への情報提供

（様式２）

審議希望日
局経営会議 平成21 12

関係課長会議

申込日

政策会議

局 部

日程等
調整事項

会議名等 内　　容

打　合　せ　・　会　議　の　経　過

調整状況

パブリックコメント

6

8



事案の
具体的な内容

(2)事業スケジュール

（１）事案概要 ○「相模原市立小学校及び中学校の管理運営に関する規則」の一部改正の内容
　・休業日を定めている第３条を改正し、例外規定を設ける。
　・長期休業期間の短縮等は、授業確保のための例外的な方途であるから、全ての
　小・中学校に一律に適用されるものではなく、適用にあたっては教育委員会が認め
  る場合とする。
　・長期休業期間の短縮等の対象となる「休業日は、夏季休業及び冬季休業とする。
　・以上のことを含め、手続きの細則は、別に「休業日の変更に関する要綱」で定め
る。

　

○改正の施行日
　　平成２３年度小学校学習指導要領完全実施の移行期間である平成２２年度から
　適用できるようにするため、公布の日から施行とする。

・平成２１年１２月２２日　教育委員会（審議案件）


